
国民健康保険税について 
 

国民健康保険税の税率 （ 令和５年度 ） 

 

 （１）  医療保険分 
（０歳 から ７４歳 まで） 

(２) 後期高齢者支援分 
（０歳 から ７４歳 まで） 

（３） 介護保険分 
（４０歳 から ６４歳 まで） 

Ａ 所得割 
課税対象額 × ６．０％ 課税対象額 × ２．５％ 課税対象額 × ２．１％ 

B 均等割 
（ 被保険者１人につき ） 

２５，１００円 ９，３００円 １０，７００円 

C 平等割 
（ １世帯につき ） 

１７，９００円 ７，０００円 ５，５００円 

【課税限度額】 ６５万円 ２２万円 １７万円 

(1) 医療保険分[A+B+C] ＋ (2) 後期高齢者支援分[A+B+C] ＋ (3) 介護保険分[A+B+C] 

＝ １年間の国民健康保険税 

 

 

１：所得割の課税対象額とは 

被保険者ごとの総所得金額等から基礎控除 43万円を控除した額の合計額です。 

 

総所得金額等には，給与・事業・雑・営業・譲渡・不動産・配当・利子・農業・一時所得等の他に，

山林所得金額，短期譲渡・長期譲渡所得の特別控除後の金額，上場株式等に係る配当所得の金額，株式

等に係る譲渡所得等の金額，先物取引に係る雑所得等の金額等が含まれます。 

雑損失の繰越控除は適用されません。 

市県民税で適用される各種所得控除は適用されません。 

令和５年１月１日以降に草津市に転入してこられた方の場合、所得割を未計算で通知している場合が

ありますので、所得判明後に税額が変更になることがあります。 

上場株式等に係る特定配当所得を申告される場合はご注意ください。 

 

（注記 1）：市県民税において申告不要とされている上場株式等に係る配当所得，株式等に係る譲渡所

得について、申告を選択された場合は、国民健康保険税を算定する上での所得に含まれます。 

 

（注記 2）：申告された場合、市県民税で税額控除や上場株式等に係る譲渡損失との損益通算をするこ

とができますが、国民健康保険税への税額の影響もよく考慮した上で、申告するかどうかをご自身で選

択してください。 

 

 



２：介護保険分について 

40 歳から 64 歳までの国民健康保険加入者は介護保険分が計算に含まれますが、年度途中での 40 歳

到達者は、40歳に到達した時点で税額変更を行い、改めて変更通知いたします。（誕生日の前日が属す

る月から課税されます。） 

 また、年度途中での 65 歳到達者の介護保険分は、65 歳到達の前月までの介護保険分を計算し、各期

に配分します。 

 

３：国民健康保険を脱退された時は 

年度途中の国民健康保険加入または脱退のとき、加入の月から脱退の前月までの月割で税額を計算し

ます。なお、国民健康保険加入手続き後、「国民健康保険税賦課更正（決定）通知書」をお送りし、当

該年度の税額等をお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

国民健康保険税の軽減措置 
世帯全員の所得の合計が基準以下の世帯については、平等割、均等割を軽減します。 

 

軽減対象 

項    目 
軽減割合 対 象 世 帯 の 所 得 要 件 

均等割額 

および 

平等割額 

７割 
前年の世帯所得合計（※１）≦４３万円＋１０万円×（給与所得者等の数（※２）－１） 

５割 

前年の世帯所得合計（※１）≦４３万円＋２９万円×（被保険者数（擬制世帯主は含まず）と 
特定同一世帯員数（※３）の合計人数） 

                      ＋１０万円×（給与所得者等の数（※２）－１） 

２割 

前年の世帯所得合計（※１）≦４３万円＋５３．５万円×（被保険者数（擬制世帯主は含まず）と 
特定同一世帯員数（※３）の合計人数） 

                      ＋１０万円×（給与所得者等の数（※２）－１） 

 

・前年中の所得が一定基準以下の世帯は、均等割額と平等割額を、所得要件に応じて 7 割・5 割・2 割

軽減します。 

・前年中の所得の申告をされていない方は、軽減を受けることができません（収入が課税対象の公的年

金のみの世帯は除く）。 

・軽減判定の際には、専従者控除額や譲渡所得の特別控除額は軽減判定所得に含みます。 

・専従者給与所得は、軽減判定所得には含みません。 

・未就学児に係る均等割額は、5 割軽減します。（軽減対象世帯の未就学児の場合は、軽減適用後から

さらに 5割軽減します。） 

（例）7 割軽減対象世帯の未就学児の場合、残りの３割の半分をさらに減額するため、8.5 割軽減とな

ります。 

・公的年金を受給されている 65 歳以上の方は、年金収入から公的年金控除に加えて、15 万円の特別控

除をした所得金額で軽減判定をします。 

・その他、会社の倒産・解雇や雇い止めなどの離職による軽減制度があります。詳しくはお問い合わせ

ください。 

※１「前年の世帯所得合計」とは… 

 国民健康保険に加入している方全員の前年中の所得合計です。国民健康保険加入者でない世帯主（擬

制世帯主）と特定同一世帯員の所得金額も所得に合算して判定します。 

※２「給与所得者等の数」とは… 

 給与収入が 55 万円を超える方や、公的年金収入が 60 万円（65 歳未満）または 125 万円（65 歳以上）

を超える方をいいます。 

※３「特定同一世帯員数」とは… 

 国民健康保険に加入していた方が後期高齢者医療保険の被保険者となり、国民健康保険の資格を喪失

した後も同一世帯に属する方の数をいいます。ただし、世帯員でなくなった場合や、世帯主変更した場

合は特定同一世帯員ではなくなります。 

 

 



 

減免税度について 
 

国民健康保険税の納付が著しく困難になったと認められる場合 

 国民健康保険税の納税義務者（世帯主）またはその世帯に属する国民健康保険加入の世帯員の方が、

不慮の災害、事業の休廃業、失業（早期退職優遇制度によるもの、契約期間満了による解雇、定年退職、

自己都合退職、自己の責めに帰すべき理由による解雇は除きます。）、疾病または負傷等により、国民

健康保険税の納付が著しく困難になったと認められる場合は、申請により、申請後到来する納期につい

ての国民健康保険税の減額（所得割のみ）あるいは免除を受ける制度があります。（申請は納期限前ま

で） 

 申請の内容により、必要書類が異なりますので、詳しくは税務課諸税管理係へお問合せください。 

 

非自発的失業における国民健康保険税の軽減制度 

 お勤めされている会社の倒産・解雇等による離職（特定受給資格者）や、雇い止め等による離職（特

定理由離職者）により、国民健康保険にご加入いただいた方は、国民健康保険税が軽減される場合があ

ります。（軽減を受けていただくには、申請が必要となります。） 

 対象の方は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までの期間において、 

1.雇用保険の特定受給資格者 

2.雇用保険の特定理由離職者 

3.失業時点で 65歳未満の方 

として失業等給付を受ける方です。（雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知で離職理由を

確認します。） 

 詳しくは、保険年金課国民健康保険係へお尋ねください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ＜国民健康保険の加入・脱退手続き等についてのお問い合わせ＞ 

草津市役所 保険年金課 国民健康保険係（ 草津市役所 1階 7番窓口 ）  電話：077－561－2366（直通） 

平日 8:30～17:15 



 

納付方法 
納付書もしくは口座振替で個人が納付する普通徴収と、年金から天引きする特別徴収があります。 

銀行、郵便局、コンビニエンスストア等で直接、現金で納入される方には、納付書を郵送します。 

口座振替の手続きをしていただいた方は、納期ごとに指定口座から自動振替します。 

65歳から 74歳までの世帯の世帯主の方は、2ヶ月に 1回受け取りされる年金から徴収させていただく

場合があります。 

 

普通徴収と特別徴収の期別 

 

  4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

普通

徴収 
    第 1期 第 2期 第 3期 第 4期 第 5期 第 6期 第 7期 第 8期 第 9期 第 10期 

特別

徴収 

仮徴収

1回目 
  

仮徴収

2回目 
  

仮徴収 

3回目 
  

本徴収 

1回目 
  

本徴収 

2回目 
  

本徴収 

3回目 
  

 

（注記 1）：納期限は 6 月から 3 月の各月末ですが、月末日が休日の場合は、次の平日が納期限となっ

ています。 

（注記 2）：年度途中に加入された場合は、お手続きした日の翌月に 10期までの納付書をまとめて送付

します。 

 

 

年金からの徴収について（特別徴収） 
世帯内の国民健康保険の加入者全員が 65歳以上 75歳未満の世帯の世帯主（擬制世帯主を除く）で、受

給されている老齢基礎（退職）年金・遺族年金・障害年金が年額 18万円以上の方は対象となります。 

 ただし、介護保険料（65 歳以上）と国民健康保険税の合計額が老齢基礎年金受給額の 2 分の 1 を超

える場合や、世帯主が会社の健康保険や共済組合の加入者である場合、または 75 歳以上で後期高齢者

医療制度の加入者である場合は対象となりませんので、納付書または口座振替による納付方法となりま

す。 

 また、特別徴収への納付方法の変更手続きは不要です。（対象となる場合は、自動的に変更となりま

す。） 

 

 
 
 
 
 
 

 

 ＜国民健康保険税の税額等についてのお問い合わせ＞  

                            

草津市役所 税務課 諸税管理係（ 草津市役所 1階８番窓口 ） 

電話：077－561－2308（直通）平日 8:30～17:15 

よくある質問はこちら（市ホームページ） 

 


